●愛知県通行障害既存耐震不適格建築物耐震診断　補助申請の流れ(チェックリスト)
	１．事前相談

１部提出

	事前相談申込書の提出
□事前相談申込書（様式第１）
□建築確認通知書の写し及び検査済証の写し、又はこれと同等のもの
□建物の登記事項証明書（所有者の住所・氏名を確認できる書類）
□付近見取り図※【登記】建物所有者が複数いる場合で、代表者を決めて申請する
場合は、その代表者のみで結構です。以下県税の納税証明も同様です。


□配置図
□平面図
□立面図又は断面図（建物の位置、高さ、階数が分かるもの）
□建物の高さが道路幅員の2分の1以上あること等が分かる図
□建物外観写真　※対象建築物と指定道路の関係が分かるように撮影してください。

	２．対象物件確認
	通行障害既存耐震不適格建築物であるかどうかの確認　※所管行政庁にて確認

	３．補助金の交付申請愛知県に納税を行っていない場合はご相談ください。
１部提出

	補助金交付申請書の提出
□愛知県通行障害既存耐震不適格建築物耐震診断費補助金交付申請書（様式第２）
□改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書の写し
□区分所有又は共有の建築物等の場合は、耐震診断実施について所有者間で承認されていることが確認できるものの写し（総会議事録、同意書等）
□耐震診断費用の見積書の写し
□愛知県の県税事務所長が発行する納税証明書又はその写し（未納の税額がないことの証明）
　☆個人…個人事業税及び自動車税
　☆法人…法人県民税・法人事業税・地方法人特別税及び自動車税
□補助金等振込口座届出書（様式第14）
□愛知県通行障害既存耐震不適格建築物耐震診断費補助事業に係る消費税仕入税額控除確認書　※消費税を補助対象とする場合

	４．補助金の交付決定
	補助金交付決定通知書により通知

	５．診断業者と契約
	必ず交付決定通知後に契約締結

	６．着手届１部提出

	着手届の提出　※契約締結後、速やかに提出
□着手届（様式第８）
□耐震診断費用の契約書の写し

	７．耐震診断
	建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平成18年国土交通省告示第184号）に基づき、地震に対する安全性を評価することをいう。
（実施者は耐震診断資格者に限る。）

	８．完了実績報告１部提出

	事業完了実績報告書の提出　※事業完了から30日以内又は今年度の２月末日のいずれか早い日までに提出
□愛知県通行障害既存耐震不適格建築物耐震診断費補助事業完了実績報告書（様式第11）
□診断実施者からの請求書の写し及び領収書の写し
□耐震診断の結果の報告書（第一号様式）の写し

	９．補助金額の確定
	補助金額の確定通知書により通知

	10．補助金の請求
	請求書の提出
□請求書（様式第13）
□委任状　※申請者と口座名義人が違う場合

	11．補助金の支払
	指定の口座へ振込み




　　　申請における注意事項

・補助申請関係書類については、正本１部を提出してください。

・補助金交付決定日以前に着手（契約締結）している場合には、補助対象とならず、補助を受けられませんので、十分ご注意ください。

・耐震診断の実施者については資格要件（建築士・診断講習受講者等）がありますので、耐震診断の契約にあたってはご注意ください。
 
・愛知県では、耐震診断費補助において、第三者判定機関による審査を義務付けしていません。

・補助金交付決定後に事業費等の変更があった場合は、速やかに愛知県住宅計画課へご連絡ください。１月末頃までには、耐震診断にかかる費用の確定をしていだだく必要があります。

・耐震診断補助の実績報告書は事業完了から３０日以内又は今年度の２月末日のいずれか早い日までに提出しなければなりません。（遅くとも２月末日には提出しなければなりません。）
 その時期までに耐震診断を確実に終えられるようにしてください。


https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jutakukeikaku/0000082401.html問い合わせ先
住宅計画課防災まちづくりグループ
TEL:052-954-6549
FAX:052-961-8145
MAIL: jutakukeikaku@pref.aichi.lg.jp

